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令和 5 年度 第 5 回 機械流通委員会議事録 

開催日時 令和 5 年 10 月 25 日（水）午後 2 時 00 分から 

開催場所 Zoom(Web 会議システム)等 

 

第 1 号議案 新書類作成システムに関する件 

1 新書類作成システム(WEB 申請)テスト運用状況及び取決め事項等について 

WEB 申請による新書類作成システムの運用開始について、下表のとおり了承された。 

1 運用開始までの「スケジュール」について 

WEB 申請による新書類作成システムへの移行開始日について、11 月 6 日(月)及び 11 月 13 日(月)の 2

グループに移行時期を分け、11 月 30 日(木)までに全社完全移行とする。 

※ 2 グループの内訳は、10 月 30 日(月)以降に発出する通知書の添付資料「WEB 申請移行スケジュー

ル」に明記する。 

2 WEB 申請の「締切時間」について 

当日午後２時３０分までとする。 

午後の時間帯や締切間際に多量の申請が集中すると、当日の審査が困難になるため、申請できるものは、

その都度、前日の締切後から翌日午前中までに済ませていただくよう協力を願う。 

また、当面の間は、必須事項として当日の申請件数を「申請件数表」に記入の上、午後１時３０分まで

に事務局へ FAXを願う。なお、申請件数表を基に実際の申請件数と突合しているため、申請件数が変更に

なった場合は、事務局へ一報を入れていただく。 

3 売買契約書等「原本」の取扱いについて 

原本は、販社保管となります。 

売買契約書承認印の取得方法等については、マニュアルを確認いただく。 

4 申請書類を「PDF データ化」するための器機類の準備について 

WEB 申請を行うに当たり、申請書類を PDF データ化する機器類が必須となるため 移行期間中に準備

を願う。 

同準備に伴う助成金については、後日発出される『令和 5年度・「電子申請システム」導入に伴う中古遊

技機取扱い組合員に対する機器整備等助成金の給付について』により申請を願う。 

5 打刻書類の授受について 

当面の間は「引取又は発送」とし、発送先は本社等１か所限定（送付希望先を指定願う。）とする。 

なお、今後、上記取扱いが変更になる可能性もあります。 

※ 打刻書類の早期発給に関しては、中古遊技機の移動設置及び認定に伴う打刻申請書類等取扱規程の

第 12条に基づく対応となる。 
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2 設置元書類の PDF 化するための機器整備等助成金給付に伴う通知について 

WEB 申請に伴う、PDF 化するための機器整備等の助成金(一律 10 万円)についての案内通

知(案)が確認され、申請書類「WEB 申請」への移行についての通知日と同日に中古取扱販社

(33 社)各位へ発出することが了承された。 

本件については、11 月 17 日(金)に開催される第 3 回定例理事会において事後報告とす

る。 

 

第 2 号議案 令和 5 年度 技能研修「更新研修」に関する件 

令和 5 年度技能研修更新研修会について、次のとおり報告があった。 

1 更新研修会最終結果について 

・筆記試験～全員合格 

6 試行期間について 

移行開始から令和 5年 12月 31 日までを試行期間とする。 

試行期間中は、持込みによる申請など従来の取扱いを原則禁止とし、特段の事情があるものに限り、事

務局に事前協議の上対応する。 

7 打刻書類に使用した「クリアファイル」の回収について 

事務局において、打刻書類の封入に多量のクリアファイルを使用するため、打刻書類受取後は、打刻書

類引取時、又は、後日書類等に同梱して発送（発払い）するなどして、クリアファイルの事務局への返却

に可能な限り協力を願う。 

8 WEB 申請マニュアル及び取決め事項について 

WEB 申請のマニュアルや取決め事項の細かい部分に関しては、試行期間中に、その都度、修正・改善し

ていく。修正・改善した部分に関しては、「サイボウズ」に追加記載し、試行期間中は、「サイボウズ」掲示

板を随時確認するよう願う。 

なお、WEB申請に関するシステム上の不備等がある場合もあり得るので、その際は当組合事務局まで連

絡をいただく。 

9 取下げ・キャンセルの対応について 

申請後の、取下げもしくはキャンセルについて、受理日から 3 営業日目の午後 3 時 00 分までを無償と

し、以降は有償とすることに変更する。施行日を、令和 6 年 1 月 1 日とする。 

10 

 

 

組合における「ホール開店日管理業務」の廃止について 

各販社へ開店日案内(確認用)を、開店 4日前に FAXを行っていたが、WEB 申請化に伴い廃止します。施

行日を、令和 6年 1月 1日とする。 



- 3 - 

 

・実技試験～1 名不合格（D ランク）→10 月 13 日再試験合格 

・欠席者研修会～2 名が 10 月 13 日に柏木委員･最上委員の両講師により筆記･実技試験を執

り行い両名合格とされた。 

≪実技試験ランク別結果≫ 

2 販社試験官からの「所感」について 

次年度の更新研修会の充実を図ることを目的に、本年度試験官として委託した販社試験

官より所感の収集を行った。提出された所感を確認し、WEB 申請による新書類作成システム

が支障なく運用された時点で、販社試験官を招致し改善点等を協議する。 

3 実技試験特 A ランク者表彰について 

事務局より、実技試験において特 A ランク(堅実な点検を行い模範となり得る者)であっ

た 16 名が所属する各販社へ、該当者名を記した表彰状を送付し伝達を行った報告がなされ

た。 

4 令和 6 年度技能研修更新研修会「試験官」としての選出について 

次年、令和 6 年度更新研修会の販社試験官の人数等について検討され、継続して審議す

る。 

5 技能研修での共通カリキュラムについて 

事務局より、全商協機械流通委員の中から選抜されたメンバーにて、技能研修での共通カ

リキュラム等を作成しており、10 月 24 日に座学での講義内容(案)及び筆記試験の問題(案)

を受領した報告があり、問題以外を確認し、全商協へ変更等の意見は無いと回答する。 

主な概要は、各地区遊商で年一回開催する「更新研修会」おいて、講義時(座学)に、中古

遊技機流通事業従事者技能研修に関する実施要領の第 7 条 1 項①～⑥に沿った講習を必ず

伝えること、且つ、筆記試験は全 30 問で合格率 80％とする。 

上記の内容は、全商協機械流通委員会を経て、全商協理事会の承認を得ることとなる。 

 

第 3 号議案 技能研修「新規研修」に関する件 

1  10 月度の研修会へ 1 名の希望があり、10 月 13 日(金)に柏木委員の講師により執り行い

合格とされた。 

2  11 月度の研修会へ 2 名の希望があり、柳副委員長の講師により執り行う。 

3  講師が 2 名必要な場合、委員と本年(令和 5 年度)の更新研修会における販社試験官に、

補助として出席いただくかについては継続して審議する。 

 

ﾗﾝｸ 実技特 A ランク 実技 A ランク 実技 B ランク 実技 C ランク 実技 D ランク 

人数 16 名 76 名 76 名 11 名 (1 名･再試験合格) 
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第 4 号議案 設置外の中古遊技機及び認定機への部品発注に関する件 

1 設置外の「中古」遊技機への部品発注  

⑴ 10 月度は、10 月 23 日現在「4 件・4 台」。 

⑵ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

 

2 設置外の「認定機」への部品発注（2020/04/01 より運用開始） 

⑴ 10 月度は、10 月 23 日現在「0 件」。 

⑵ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

以上 

 

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数

北海道 2 2 6 6 1 1 6 21 2 2 2 2 19 34

東　北 0 0 7 16 9 17 9 17 10 14 4 4 39 68

東日本 23 24 10 11 19 19 35 47 8 8 15 16 110 125

中　部 8 12 5 13 9 21 5 14 9 10 2 2 38 72

関　西 41 59 29 49 24 24 19 19 6 6 23 23 142 180

中　国 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 5 6

四　国 0 0 4 7 1 1 2 2 1 1 3 4 11 15

九　州 12 27 11 27 17 33 8 20 13 19 7 8 68 134

小計 87 125 73 131 81 117 85 141 49 60 57 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 634

（2024)1月 2月 3月 合計

■2023年度 設置外の【中古】ぱちんこ遊技機への部品供給の件数、台数 （2018/04/01より運用開始）

地区名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数

北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東　北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東日本 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 1 1 10 10

中　部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関　西 1 1 4 4 2 2 19 19 0 0 0 0 26 26

中　国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四　国 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

九　州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 1 1 4 4 5 5 21 21 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37

●2023年度 設置外の【認定】ぱちんこ遊技機への部品供給の件数、台数 （2020/04/01より運用開始）

地区名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （2024)1月 2月 3月 合計

 ■令和 5 年度     

№ 開催日 開催場所 講 師 販社数 受講者数 合格者数 不合格者数 

1 5 月 16 日 東北遊商会議室 最上 2 2 2 - 

2 6 月 15 日 東北遊商会議室 柳(副)･柏木 2 5 5 - 

3 8 月 22 日 東北遊商会議室 最上･山内 3 3 3  

4 9 月 25 日 東北遊商会議室 柳(副)･山内 3 3 3  

5 10 月 13 日 東北遊商会議室 柏木･最上 1 1 1  

          14   


